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「市民の目フォーラム北海道」会報 第２１号（201２年７月） 

事務局   市川守弘法律事務所内 

（札幌市中央区大通西 11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

http://shimin-me.net/  ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 
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「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情

「報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

ご支援の皆さんへカンパのお礼    

 

先般、当フォーラムの最重点事業として全国の大

学生を対象とする出張・講義を行うためのカンパを

お願いしたところ、多くの方々から多額のカンパを

いただきました。改めて厚くお礼申しあげます。 

お陰さまで、6 月末までに北海道大学をはじめ 3

校で実施することができました。法曹界やジャーナ

リストを目指す学生の方の反応は上々で、彼らが将

来の警察改革に何らかの役割りを果たしてくれる

ものと確信しております。7

月には鹿児島大学などを

予定していますが、できれ

ば年内に 10校を目標に努力したいと思います。 

今後とも、「市民の目フォーラム北海道」の活動

にご理解とご協力をいただけますよう心からお願

いします。     

代表 原田 宏二 

          

                                  

     日隅一雄さんがご逝去 

 

ご支援をいただいた日

隅一雄さんが６月１２日に亡

くなりました。４９歳の若さ

でした。  

日隅さんは京都大学法学

部を卒業後、産経新聞の記

者として出発し、１９９８年に

弁護士となってからも、ＮＨＫ番組改編事件、沖縄密

約情報公開事件、グリーンピース鯨肉事件など表現

の自由と情報公開に関する多くの訴訟を手がけま

した。 

昨年５月２５日、末期胆のう癌で余命半年と告知

されましたが、それから１年余、日隅さんは、病魔と

闘いながら、東京電力の会見に通い続け、「検証福

島原発事故・記者会見」（共著）、「『主権者』は誰か」、

「マスコミはなぜ『マスゴミ』と呼ばれるのか（補訂

版）」などを刊行し、また多くの方々との対談や講

演を重ねました。「市民の目フォーラム北海道」の原

田宏二も５月19日に現在の新聞の在りようについ

て語り合ったばかりでした。 

日隅さんの弁護士そしてジャーナリストとしての

一生は、表現の自由の確立と情報公開の推進を通

じて市民に主権を取り戻すという目標に貫かれて

いたと言えます。 

「市民の目フォーラム北海道」では、日隅さんの

生前の志と仕事を発展させ、市民に主権を取り戻

すために活動を続ける人々を励ますために設立さ

れる「日隅一雄・情報流通促進基金」に寄付させて

いただくことにしました。 

日隅さん、安らかに、お眠り下さい・・・ありがとう

ございました。 

http://shimin-me.net/
mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp
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全国大学出張・講義が始まる 

     

「市民の目フォ

ーラム北海道」の

全国の大学生を

対象とする出張・

講義が始まった。 

（講義する原田代表、右は浅野教授） 

4月 23日の北海道大学大学院法学研究科（岸田

洋輔特任教授 弁護士)を最初に 、5月 20日北海

学園大学（マスコミ論 佐藤一講師 北海道新聞）

で昼間と夜間の 2回、5月 22日慶応義塾大学総合

政策学部（浅野史郎教授）で行った。 

演題はいずれも「冤罪と犯罪捜査 知られざる

日本警察」で講師は当フォーラム代表の原田宏二。

慶応義塾大学の講義終了後に寄せられた感想は、

それまで考えていた警察に対するイメージと講義

で聴いた警察の実態とはあまりにも違ったので驚

いたというものが多かったが、その中からいくつか

を紹介しておく。

 

慶応義塾大学学生の感想

① 警察という組織が犯した罪やミスを私たち市民が監視しチェックすること、指摘することがとても重要 

なことなのだと思った。 

② 民主主義の政治を実現するためにはこのようなことがあってはならない。警察を監視するシステムが 

必要だ。一人ひとりが警察について正しく知り、声を上げ、警察を変えていかなければならない。 

③ 警察は一部の人を除き完全に正しい人々で構成されているのだと思っていた。警察内部にはまだ変え 

なければならないところがあり、それをするのは僕たちのような若い世代なのだと考えた。 

④ 無罪率が 0.018％というのには驚いた。捕まったらおしまいなのだなと思った。国が無くならない限り 

変わりそうのない検察、警察という 2つの権力をどうしていくかは半永久的なテーマだと思った。 

⑤ 冤罪については、その後のサポートもなく、一人の人生を潰してしまうのに警察は謝りもしないのはお 

かしい。警察に入って変えてやりたいという衝動にかられた。 

⑥ 冤罪や脅迫に近い取調べの話から「警察は暴力装置」という言葉の意味が分かったような気がした。 

  国民はその権力が適切に行使されているかを監視していかなければならない。 

 

浅野史郎教授とは、宮城県知事だった浅野史郎

氏である。浅野氏は知事時代の平成 17 年 6 月、宮

城県県警の捜査用報償費の執行に疑問があるとし

て、知事の予算執行権に基づき、その執行を停止し

たことで知られる。 

この時、警察庁長官だった漆間 巌氏が「捜査協

力者に知事が会う目的で文書の開示を求めるなら

ば、警察活動への介入そのもの。言語道断だ。執行

停止によって一線の捜査活動に大変な支障が生じ、

治安活動にもブレーキがかかる。知事は治安責任

を果たしていないのではないか」と発言した。捜査

用報償費は県の予算である。漆間警察庁長官の発

言は、都道府県警察を原則とする現行警察法の趣

旨を逸脱するものだった。官僚出身の知事は数多

いが、浅野知事のように警察の予算執行に疑問を

呈した知事は 1人もいない。 

 

オウム真理教元信者の追跡捜査に見る監視社会 

     オウムに完敗した日本警察 

                  

地下鉄サリン事件で指名手配されていたオウム 真理教元信者の逮捕劇では、その像が、新聞、テレ
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ビで連日のように公開された。いずれも、信用金庫、

勤務先の会社事務所、コンビニ、ショッピングセンタ

ー等に設置されていた監視カメラの映像だ。 

警察は不特定多数の人が利用、通行している場

所に無数に設置されている監視カメラが写した膨

大な映像の中から、極めて短時間のうちに該当す

る人物の映像を割り出している。どうやって特定し

たのだろうか。とても手作業によるものとは思えな

い。警察白書によると、三次元顔画像識別システム

というものがあるそうだ。このところ、監視カメラ

の映像が頻繁に警察の捜査に利用されている。 

警察の犯罪捜査では、地取り・聞き込みといった

人からの情報入手に代わって監視カメラの映像を

入手する手法が当たり前のように行われている。 

一方で、指名手配中の元信者らが潜伏していた

アパートを交番の警察官が巡回連絡で 2 回も面接

しながら見逃していたことも明らかになった。現場

の捜査員は、手数がかかる聞込み等よりも監視カメ

ラの映像の入手に血道を上げる。そのため、捜査員

の聞き込み技能も低下する。情報入手するための

協力者もいらない。警察のアンテナ機能は確実に

失われている。オウム真理教による一連の事件や

暴力団等による組織犯罪の摘発が不振なのはこの

ためだ。 

 

              ルールのない監視カメラの運用  

 

我が国には、監視カメラの設置基準や映像の保

存期間、捜査協力での映像提供の条件等に関する

法律はない。元信者の報道だけではないが、監視

カメラの映像を公開することについて、新聞テレビ

には何の問題意識もない。まるで、警察の広報機関

になったような働きぶりだ。もっと恐ろしいのは国

民がこの問題に無関心なことだ。 

平成 21年 8月の衆議院議員選挙において、民主

党の警察改革の政策（ＩＮＤＥX2009）では、公安委員

会の体制を強化するほか、「警察権限の無制約な

拡大は、捜査権の乱用やプライバシー侵害などの

弊害を招くことが懸念されるとして、防犯カメラ・Ｎ

システム（自動車ナンバー自動読取装置）・ＤＮＡ鑑

定等、新たな捜査手法の利用にあたっては、人権に

配慮して運用ルールをしっかりと定める」としてい

た。そして政権交代が実現した。 

北海道大学大学院の山口二郎教授は、我が国は

警察国家への道を進んでいると次のように警告し

ている。政府が国民 1人ひとりの思想や行動を監視

し、権力を維持するために自由を取り締まるような

体制を警察国家と呼ぶ。第２次世界大戦後の先進

民主主義国では、民主主義と基本的人権が確立し、

警察国家は過去のものとなったように見えた。 

しかし、国際的なテロの脅威の高まりや、治安の

悪化に対応して、警察力の強化によって秩序を守る

べきだという声が高まってきた。また、社会の安全

を守るためには、個人の権利やプライバシーが多

少制約されても仕方がないという感覚が人々の間

に広まりつつある。 

こうした風潮の中、日本では反戦ビラを郵便受け

に入れただけで住居侵入のかどで逮捕されるとい

う事件まで起こった。 

さらに 2005 年からは、犯罪の実行を話し合った

だけで罪となる共謀罪の新設も国会で審議されて

いる。個人の権利を抑制する政府の行動が必要、適

切なものかどうかを厳しくチェックすることは、今

でも重要な課題である（「知恵蔵 2007」（株）朝日

新聞出版）。 

                オウムに完敗した日本警察  

 

今回の警視庁の元信者の追跡劇もお粗末だった

が、警察庁は「（オウム真理教が）発足時、一介のヨ

ガサークルに過ぎなかった教団が、テロ組織に変

質したことを察知できず、テロを未然に防止できな

かった」ことを認めている。 

今年 5月 2日に放映された「ＮＨＫスペシャル 未
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解決事件 オウム真理教］をご覧になっ

た方も多いに違いない。 

坂本弁護士一家殺害事件（死者 4 人）、松本サリ

ン事件（死者 8人、負傷者 150人以上）、地下鉄サリ

ン事件（死者 13人、負傷者 6,300人以上）。 

被害者の遺族が「警察がきちんと捜査していれ

ばオウムをここまで増長させることはなかった。悔

しいです。」という言葉を警察庁のキャリア官僚た

ちはどう聞くのだろうか。 

この番組では、熊本県警が強制捜査に乗り出し

ながら、警察の情報がオウム側に漏えいしていた

ことや、長野県警や神奈川県警がオウムとサリン

の関係を突き止めていたとして、当時の幹部がオ

ウムに対する強制捜査の必要性を認めている。既

にＯＢになった当時の現場の捜査員や捜査第一課

長たちは、あからさまには警察庁批判は口にはしな

かったが、無念さがにじんでいた。  

警察庁がオウム専従班を設置したのは、地下鉄

サリン事件の 6 ヶ月前だった。 

捜査を指揮した警察庁の刑事局長は「捜索する

には根拠となる事件がなかった。山梨県警の信者

連れ戻し事件は監禁の疑いで着手出来たが、過去

に、熊本県警による波野村の捜査では、オウムの危

険性を解明できなかったこともあり、体制の弱い山

梨県警では無理だと判断した。警視庁、神奈川県警

という大府県を含めた体制が必要だった。」と説明

している。 

警察庁がオウムに対する大掛かりな強制捜査を

決断したのは、平成 7年 2月 28日の東京品川区の

公証人役場事務局長拉致事件が起きてからだ。 

Xデーは平成 7年 3月 22日、この強制捜査もオ

ウム側は察知していた。地下鉄サリン事件は、その

2 日前に起きた。刑事警察のトップだった警察庁刑

事局長は「今まで経験のない事件だった。想像力が

不足していた。違った観点から物事を予測するべき

だった。」と述懐しているが、警察がオウムとの戦

いに敗れたのは、情報力と決断力の差だろう。  

3 月 20日の地下鉄サリン事件の 10 日後の 3 月

30 日、日本警察のトップ国松孝次警察庁長官が狙

撃された。警察庁はオウムの組織的犯行だと言う。

しかし、事件は時効になった。オウム対日本警察の

戦いは、警察の完敗に終わった。 

           

 

長崎ｽﾄｰｶｰ殺人・千葉県警旅行問題から見えるもの 

           露わになった警察の隠ぺい体質と幹部の劣化 

 

長崎県西海市の 2 女性殺害事件で、千葉県警習

志野警察署の生活安全課長ら 12 人の署員が、スト

ーカー事件の被害届受理を先送りし、2泊 3日の北

海道旅行をしていた問題で、4月23日、鎌田聡千葉

県警本部長(警視監)が記者会見し、旅行が捜査に

影響を与えたことを認め謝罪した。 

 この問題では、3 月 5 日に事件に関係した長崎、

千葉、三重の 3 県警が公表した検証結果に旅行の

事実が明らかにされていなかったことが指摘され、

千葉県警が一連の問題について再検証を行ってい

た。 

記者会見の模様を伝える報道各紙の記事による

と、鎌田本部長は旅行がストーカー事件の捜査に影

響した可能性があったことを事実上認めながらも、

旅行の事実が隠蔽された可能性については「各幹

部がそれを伏せておくような指示や協議をした事

実は見られず、隠蔽の意図は認められなかった」 

(毎日新聞)と述べた。また、再検証をめぐって、遺

族が求めた第三者機関による検証を県警が受け入

れなかったため、（再検証の）信用性が疑問視され

ている点について、鎌田本部長に続いて会見した

再検証担当の岡部正勝警務部長(警視長)は「国民

目線の公安委員会からチェックを受けている」とし

て第三者の検証は不要との考え方を示し、「理解い

ただきたい」と繰り返した(産経新聞)。 

これもまたまやかしだろう。公安委員

会にはチェック機能などはない。 
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                繰り返される警察の怠慢  

  

皆さんは、桶川ストーカー殺人事件を覚えている

だろうか。 

 この事件は平成 11年 10月に、埼玉県桶川市で女

子大生（当時 21歳）が元交際相手（当時 27歳）とそ

の兄が雇った男によって殺害された事件だ。 

この事件でも、被害者とその家族は、何回も管轄

の埼玉県警上尾警察署に相談し告訴状を提出して

いた。しかし、上尾署は捜査をせずに放置し、被害

者の家族に告訴の取り下げを要求、告訴状を改ざ

んしていたことも明らかになった。 

この事件等がきっかけとなって、民間有識者によ

る警察刷新会議が設けられ、平成 12年7月に「警察

刷新に関する緊急提言」が示された。これを受けて

警察庁は全国の警察に警察改革要綱を示した。そ

れによると、国民の身近な不安を解消するため相

談活動を強化するとしていた。しかし、同じようなこ

とは繰り返されている。 

平成 16年 1月、東京都足立区の新聞販売店従業

員寮で、段ボール箱の中から多摩市の女性（当時

24歳）が遺体で見つかった。この事件でも女性の両

親が「捜査を頼んだのに聞き入れられなかった」と

して、都(警視庁)を相手取り国賠訴訟を提起、最高

裁は警視庁の捜査の怠慢を認め賠償を命じた。 

今年になってからも、3 月に三重県松阪市で鉄筋

工の男性（当時 33 歳）の遺体が見つかった遺体遺

棄事件で、去年、男性が行方不明になった後、家族

が兵庫県警に捜査を申し入れたが「緊急性が見当

たらない」として、捜査をしなかった。男性はひき逃

げされ遺棄されたらしいが、犯人はまだ逮捕されて

いない。 

          

      警察の隠ぺい体質と幹部の劣化    

 

習志野署員の旅行には、生活安全課長（警部）を

含む課員 3 人、強行犯捜査を担当する刑事課の係

長(警部補)を含む刑事課員 4人、地域課、交通課か

らそれぞれ 2人、警備課 1人の計 12人が参加して

いる。警察官の旅行は署長へ届け出なければなら

ない。署長(警視)が旅行事実を知らなかったこと

はあり得ない。 

 習志野署員の旅行問題で深刻なのは、警部の生

活安全課長が旅行に参加していたことだ。 

ストーカー問題やそれに関する相談業務は生活

安全課の業務であり課長はその責任者だ。だとす

れば、ストーカー規制法等がいかなる経緯で制定さ

れた法律であり、対応を誤ればどんな問題が生じ

るかは分かっていたはずだ。警部は警察組織の中

核となるべき幹部である。その警部が旅行をキャン

セルすることよりも、捜査を先延ばしにすることを

選択した。その判断力は子供並だ。 

千葉県警のこの問題の調査を指揮した生活安全

部長と刑事部参事官ら複数の幹部は早くに旅行の

事実を把握したとされる。 

県警などによると、警察庁採用のいわゆる「キャ

リア組」の本部長をはじめ、警務部長、刑事部長らに

は、旅行の事実は知らされなかったという。 

この事実は 4 ヵ月もの間｢キャリア組｣に伏せられ

ていたのだ。地方
 じ かた

幹部の代表である生活安全部長

からすれば、”旅行隠し”は当然の選択だったに違い

ない。これが事実なら｢キャリア組｣には管理能力が

無いことになる。そして、地元のノンキャリア幹部と

「キャリア組」との間に深い溝があることを示して

いる。これが、キャリアが支配する警察の実態だ。 

 

      「警察と私～組織とは何か」ＨＰ動画配信（YouTube）掲載中 

What's & 学生グループ（HP:whats-everything.jimdo.com）主催の「組織とは何か」で当フォーラム代表原

田宏二が、本来違法行為を取締まるはずの警察組織でなぜ次々と不祥事が起きるのか、そして組織の中で

の個のあり方について語った。動画（YouTube）が当フォーラムホームページに掲載中。 

http://whats-everything.jimdo.com/
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相談ＢＯＸ受理集計表（平成２４年 2回目）   

 24.4.1～ 24.6.30（ ）は累計 

   相 談 等 の 内 容 相 談 者 区 分 

手   段 メール 電話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談 

苦 情 1  (２)   (1)         1  (3) 1  (3) 

相 談 5  （14） 3  (13) 4  (6) 2  (3)  10  (30) 12    (33) 

要 望 １  (1)    
 

  
 

    1  (1) 1  (1) 

情報提供   (6)               (6)   (6) 

その他 １  (10)   (4) 2  (２)     3  (16) 3  (16) 

 
 その他の相談 ７  （13） 4  (5) 3  (3) 1  (1)  13  (20) 14  (21) 

  合 計 15  （46） 7  （23） 9  (11) 3  (4)  28  (76) 31  (80) 

 

相談内容 

 相談ＢＯＸに相談を寄せる多くの人たちは善良な市民だ。ちょっとした事件等ではじめて警察官と接した

人が多い。警察官は市民が法に疎いことに乗じて、あえて正しい説明をしない。平気で心ない一言を投げつ

ける。そのため多くの市民が傷つき、警察への不信感を持ち、協力を拒否するようになる。私のアドバイスが

何の解決にもならないことも多い。それでも聞いてもらって気持ちが落ち着いたと言う人も多い。警察官の

ちょっとした心遣いで警察への理解は変るのに。いつもそう感じる。 

 

「市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けています。 

相談は無料です。電話やメールで気軽にご相談下さい。秘密は厳守します。 

☎ 050-7524-8995  e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

いよいよ大詰め！ 

道警を相手取って争われている裁判の日時です。 

いずれも、市川守弘弁護士が代理人を務めています。是非、傍聴にきてください。(札幌地裁) 

 人事権乱用訴訟(原告 石黒繁治) ７月２７日(金)１０時２０分～ 

  道警の元警察官石黒繁治さんが、妻が遭遇した交通事故の不適正捜査を指摘したことによる報復人事

で受けた損害の賠償と在職中に支払われなかった残業代の支払いを求めて起こした訴訟。 

  特に、かねてから、警察官の残業代（超過勤務手当）の支払いには問題があると指摘されていますが、

裁判の結果によっては、現場の警察官の処遇の改善へも影響を及ぼすものと考えられます。 

   

積丹岳遭難訴訟（原告 藤原正士、藤原晴美） ８月２０日(月)午後１時３０分～ 

  積丹岳の遭難事故で死亡した藤原隆一さん（当時 38歳）の両親が、道警山岳遭難救助隊の救助活動に

は問題があったとして、損害の賠償を求めて起こした訴訟。 

原告は次の犠牲者が出る前に、道警の山岳救助隊を根本から見直し、優秀な救助隊を目指して改善さ

れることを求めていますが、道警は「救助活動に問題があったとは言えない」と主張しています。 

                                             

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp

